
放
送
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
新
旧
対
照
表

○

放
送
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改
正
案

現
行

目
次第

一
章
～
第
三
章

（
略
）

第
四
章

基
幹
放
送

第
一
節
～
第
四
節

（
略
）

第
五
節

基
幹
放
送
に
用
い
る
電
気
通
信
設
備

第
一
款

設
備
の
損
壊
又
は
故
障
の
対
策

第
一
目
～
第
三
目

（
略
）

第
四
目

移
動
受
信
用
地
上
基
幹
放
送
に
係
る
電
気
通
信
設
備
に
つ
い
て
の
規
定
の

適
用
の
特
例
（
第
百
二
十
三
条
・
第
百
二
十
三
条
の
二
）

第
二
款

（
略
）

第
六
節

（
略
）

第
五
章
～
第
九
章

（
略
）

附
則

目
次第

一
章
～
第
三
章

（
略
）

第
四
章

基
幹
放
送

第
一
節
～
第
四
節

（
略
）

第
五
節

基
幹
放
送
に
用
い
る
電
気
通
信
設
備

第
一
款

設
備
の
損
壊
又
は
故
障
の
対
策

第
一
目
～
第
三
目

（
略
）

第
四
目

移
動
受
信
用
地
上
基
幹
放
送
に
係
る
電
気
通
信
設
備
に
つ
い
て
の
規
定
の

適
用
の
特
例
（
第
百
二
十
三
条
）

第
二
款

（
略
）

第
六
節

（
略
）

第
五
章
～
第
九
章

（
略
）

附
則

第
百
二
十
三
条

第
百
五
条
第
二
項
、
第
百
十
二
条
及
び
第
百
十
五
条
の
規
定
は
、
移
動
受
信

用
地
上
基
幹
放
送
（
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
標
準
方
式
第
四
章
第
一
節
に
定
め
る
放
送
を
行
う
も

の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
業
務
に
用
い
ら
れ
る
番
組
送
出
設
備
に
つ
い

て
適
用
し
な
い
。

２

第
百
四
条
、
第
百
七
条
第
三
項
、
第
百
八
条
、
第
百
十
二
条
第
二
項
及
び
第
百
十
五
条
の

規
定
は
、
移
動
受
信
用
地
上
基
幹
放
送
の
業
務
に
用
い
ら
れ
る
空
中
線
電
力
三
ワ
ッ
ト
以
下

の
放
送
局
へ
の
送
信
に
係
る
中
継
回
線
設
備
（
人
工
衛
星
に
設
置
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
及

び
当
該
放
送
局
の
送
信
設
備
に
つ
い
て
適
用
し
な
い
。

３

第
百
十
一
条
の
規
定
は
、
移
動
受
信
用
地
上
基
幹
放
送
の
業
務
に
用
い
ら
れ
る
空
中
線
電

力
三
ワ
ッ
ト
以
下
の
放
送
局
の
う
ち
高
速
自
動
車
国
道
（
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第

百
八
十
号
）
第
三
条
第
一
号
の
高
速
自
動
車
国
道
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）

又
は
高
速
自
動
車
国
道
の
サ
ー
ビ
ス
エ
リ
ア
若
し
く
は
パ
ー
キ
ン
グ
エ
リ
ア
（
道
路
法
施
行

一



令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
四
百
七
十
九
号
）
第
七
条
第
十
三
号
又
は
高
速
自
動
車
国
道
法

（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
十
一
条
第
二
号
に
規
定
す
る
施
設
を
い
う
。
）
に
設

置
さ
れ
る
も
の
へ
の
送
信
に
係
る
中
継
回
線
設
備
（
人
工
衛
星
に
設
置
さ
れ
る
も
の
を
除

く
。
）
及
び
当
該
放
送
局
の
送
信
設
備
に
つ
い
て
適
用
し
な
い
。 

４ 

第
百
四
条
及
び
第
百
六
条
か
ら
第
百
十
四
条
ま
で
の
規
定
は
、
移
動
受
信
用
地
上
基
幹
放

送
の
業
務
に
用
い
ら
れ
る
空
中
線
電
力
三
ワ
ッ
ト
以
下
の
放
送
局
へ
の
送
信
に
係
る
中
継
回

線
設
備
（
人
工
衛
星
に
設
置
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
な
い
。 

 

５ 

第
百
七
条
第
三
項
及
び
第
百
十
五
条
の
規
定
は
、
移
動
受
信
用
地
上
基
幹
放
送
の
業
務
に

用
い
ら
れ
る
空
中
線
電
力
三
ワ
ッ
ト
を
超
え
五
〇
〇
ワ
ッ
ト
以
下
の
放
送
局
へ
の
送
信
に
係

る
中
継
回
線
設
備
（
人
工
衛
星
に
設
置
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。）
及
び
当
該
放
送
局
の
送
信
設

備
に
つ
い
て
適
用
し
な
い
。 

 

６ 

第
百
六
条
、
第
百
七
条
及
び
第
百
九
条
か
ら
第
百
十
四
条
ま
で
の
規
定
は
、
移
動
受
信
用

地
上
基
幹
放
送
の
業
務
に
用
い
ら
れ
る
空
中
線
電
力
三
ワ
ッ
ト
を
超
え
五
〇
〇
ワ
ッ
ト
以
下

の
放
送
局
へ
の
送
信
に
係
る
中
継
回
線
設
備
（
人
工
衛
星
に
設
置
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
に

つ
い
て
適
用
し
な
い
。 

 

７ 

第
百
五
条
第
二
項
及
び
第
百
十
五
条
の
規
定
は
、
移
動
受
信
用
地
上
基
幹
放
送
の
業
務
に

用
い
ら
れ
る
空
中
線
電
力
五
〇
〇
ワ
ッ
ト
を
超
え
る
放
送
局
へ
の
送
信
に
係
る
中
継
回
線
設

備
（
人
工
衛
星
に
設
置
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
当
該
放
送
局
の
送
信
設
備
に
つ
い
て
適

用
し
な
い
。 

 

８ 

第
百
五
条
第
二
項
、
第
百
六
条
、
第
百
七
条
及
び
第
百
九
条
か
ら
第
百
十
四
条
ま
で
の
規

定
は
、
移
動
受
信
用
地
上
基
幹
放
送
の
業
務
に
用
い
ら
れ
る
空
中
線
電
力
五
〇
〇
ワ
ッ
ト
を

超
え
る
放
送
局
へ
の
送
信
に
係
る
中
継
回
線
設
備
（
人
工
衛
星
に
設
置
さ
れ
る
も
の
に
限

る
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
な
い
。 

 

第
百
二
十
三
条
の
二 

第
百
五
条
第
二
項
、
第
百
十
二
条
及
び
第
百
十
五
条
の
規
定
は
、
移
動

受
信
用
地
上
基
幹
放
送
（
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
標
準
方
式
第
四
章
第
二
節
及
び
第
三
節
に
定
め

る
放
送
を
行
う
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）
の
業
務
に
用
い
ら
れ
る
番
組

送
出
設
備
に
つ
い
て
適
用
し
な
い
。 

第
百
二
十
三
条 

第
百
五
条
第
二
項
、
第
百
十
二
条
及
び
第
百
十
五
条
の
規
定
は
、
移
動
受
信

用
地
上
基
幹
放
送
の
業
務
に
用
い
ら
れ
る
番
組
送
出
設
備
に
つ
い
て
適
用
し
な
い
。 

２ 

第
百
四
条
、
第
百
七
条
第
三
項
、
第
百
八
条
、
第
百
十
二
条
第
二
項
及
び
第
百
十
五
条
の

規
定
は
、
移
動
受
信
用
地
上
基
幹
放
送
の
業
務
に
用
い
ら
れ
る
空
中
線
電
力
三
ワ
ッ
ト
以
下

２ 

第
百
四
条
、
第
百
七
条
第
三
項
、
第
百
八
条
、
第
百
十
二
条
第
二
項
及
び
第
百
十
五
条
の

規
定
は
、
移
動
受
信
用
地
上
基
幹
放
送
の
業
務
に
用
い
ら
れ
る
空
中
線
電
力
三
ワ
ッ
ト
以
下

二 

 



の

放
送
局

へ
の
送
信
に
係
る
中
継
回
線
設
備
（
人
工
衛
星
に
設
置
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。）

及
び
当
該
放
送
局
の
送
信
設
備

に
つ
い
て
適
用
し
な
い
。 

 

の

中
継
局

へ
の
送
信
に
係
る
中
継
回
線
設
備
（
人
工
衛
星
に
設
置
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。）

に
つ
い
て
適
用
し
な
い
。 

 

３ 

（
略
） 

３ 

（
略
） 

４ 

第
百
七
条
第
三
項
、
第
百
八
条
第
二
項
、
第
百
十
二
条
第
二
項
及
び
第
百
十
五
条
の
規
定

は
、
移
動
受
信
用
地
上
基
幹
放
送
の
業
務
に
用
い
ら
れ
る
空
中
線
電
力
三
ワ
ッ
ト
を
超
え
五

〇
ワ
ッ
ト
以
下
の
非
再
生
中
継
方
式
（
受
信
し
た
電
波
を
復
調
及
び
変
調
せ
ず
増
幅
し
て
送

信
す
る
中
継
方
式
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
百
二
十
五
条
に
お
い
て
同
じ
。）
の

放
送

局

へ
の
送
信
に
係
る
中
継
回
線
設
備

及
び
当
該
放
送
局
の
送
信
設
備

に
つ
い
て
適
用
し
な

い
。 

 

４ 

第
百
七
条
第
三
項
、
第
百
八
条
第
二
項
、
第
百
十
二
条
第
二
項
及
び
第
百
十
五
条
の
規
定

は
、
移
動
受
信
用
地
上
基
幹
放
送
の
業
務
に
用
い
ら
れ
る
空
中
線
電
力
三
ワ
ッ
ト
を
超
え
五

〇
ワ
ッ
ト
以
下
の
非
再
生
中
継
方
式
（
受
信
し
た
電
波
を
復
調
及
び
変
調
せ
ず
増
幅
し
て
送

信
す
る
中
継
方
式
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
百
二
十
五
条
に
お
い
て
同
じ
。）
の

中
継

局

へ
の
送
信
に
係
る
中
継
回
線
設
備
に
つ
い
て
適
用
し
な
い
。 

 

５ 

第
百
五
条
第
二
項
及
び
第
百
十
五
条
の
規
定
は
、
移
動
受
信
用
地
上
基
幹
放
送
の
業
務
に

用
い
ら
れ
る
空
中
線
電
力
三
ワ
ッ
ト
を

超
え
る
放
送
局
（
空
中
線
電
力
三
ワ
ッ
ト
を
超
え
五

〇
ワ
ッ
ト
以
下
の

非
再
生
中
継
方
式
の
も
の

を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）
へ

の
送
信
に
係
る
中
継
回
線
設
備
（
人
工
衛
星
に
設
置
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。）
及
び
当
該
放
送

局
の
送
信
設
備

に
つ
い
て
適
用
し
な
い
。 

５ 

第
百
五
条
第
二
項
及
び
第
百
十
五
条
の
規
定
は
、
移
動
受
信
用
地
上
基
幹
放
送
の
業
務
に

用
い
ら
れ
る
空
中
線
電
力
三
ワ
ッ
ト
を

超
え
る
中
継
局
（
空
中
線
電
力
三
ワ
ッ
ト
を
超
え
五

〇
ワ
ッ
ト
以
下
の

非
再
生
中
継
方
式
の
中
継
局

を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）

へ
の
送
信
に
係
る
中
継
回
線
設
備
（
人
工
衛
星
に
設
置
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
適

用
し
な
い
。 

６ 

第
百
五
条
第
二
項
、
第
百
六
条
、
第
百
七
条
及
び
第
百
九
条
か
ら
第
百
十
四
条
ま
で
の
規

定
は
、
移
動
受
信
用
地
上
基
幹
放
送
の
業
務
に
用
い
ら
れ
る
空
中
線
電
力
三
ワ
ッ
ト
を
超
え

る

放
送
局

へ
の
送
信
に
係
る
中
継
回
線
設
備
（
人
工
衛
星
に
設
置
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。）

に
つ
い
て
適
用
し
な
い
。 

 

６ 

第
百
五
条
第
二
項
、
第
百
六
条
、
第
百
七
条
及
び
第
百
九
条
か
ら
第
百
十
四
条
ま
で
の
規

定
は
、
移
動
受
信
用
地
上
基
幹
放
送
の
業
務
に
用
い
ら
れ
る
空
中
線
電
力
三
ワ
ッ
ト
を
超
え

る

中
継
局

へ
の
送
信
に
係
る
中
継
回
線
設
備
（
人
工
衛
星
に
設
置
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。）

に
つ
い
て
適
用
し
な
い
。 

 

 

７ 

第
百
四
条
、
第
百
七
条
第
三
項
、
第
百
八
条
、
第
百
十
二
条
第
二
項
及
び
第
百
十
五
条
の

規
定
は
、
移
動
受
信
用
地
上
基
幹
放
送
の
業
務
に
用
い
ら
れ
る
空
中
線
電
力
三
ワ
ッ
ト
以
下

の
中
継
局
に
係
る
放
送
局
の
送
信
設
備
に
つ
い
て
適
用
し
な
い
。 

 

 

８ 

第
百
七
条
第
三
項
、
第
百
八
条
第
二
項
、
第
百
十
二
条
第
二
項
及
び
第
百
十
五
条
の
規
定

は
、
移
動
受
信
用
地
上
基
幹
放
送
の
業
務
に
用
い
ら
れ
る
空
中
線
電
力
三
ワ
ッ
ト
を
超
え
五

〇
ワ
ッ
ト
以
下
の
非
再
生
中
継
方
式
の
中
継
局
に
係
る
放
送
局
の
送
信
設
備
に
つ
い
て
適
用

し
な
い
。 

 

９ 

第
百
五
条
第
二
項
及
び
第
百
十
五
条
の
規
定
は
、
移
動
受
信
用
地
上
基
幹
放
送
の
業
務
に

用
い
ら
れ
る
空
中
線
電
力
三
ワ
ッ
ト
を
超
え
る
中
継
局
に
係
る
放
送
局
の
送
信
設
備
に
つ
い

て
適
用
し
な
い
。 

 

三 

 



（
報
告
を
要
す
る
重
大
な
事
故
） 

第
百
二
十
五
条 

法
第
百
十
三
条
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
重
大
な
事
故
は
、
基
幹
放
送

設
備
に
起
因
し
て
当
該
基
幹
放
送
設
備
を
用
い
て
行
わ
れ
る
放
送
の
全
部
又
は
一
部
を
停
止

さ
せ
た
事
故
で
あ
つ
て
、
当
該
放
送
の
停
止
時
間
が
十
五
分
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

（
報
告
を
要
す
る
重
大
な
事
故
） 

第
百
二
十
五
条 

法
第
百
十
三
条
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
重
大
な
事
故
は
、
基
幹
放
送

設
備
に
起
因
し
て
当
該
基
幹
放
送
設
備
を
用
い
て
行
わ
れ
る
放
送
の
全
部
又
は
一
部
を
停
止

さ
せ
た
事
故
で
あ
つ
て
、
当
該
放
送
の
停
止
時
間
が
十
五
分
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

２ 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

法
第
百
二
十
二
条
の
総
務
省
令
で
定
め
る
重
大
な
事
故
は
、
基
幹
放
送
局
設
備
（
地
上
基

幹
放
送
局
（
地
上
基
幹
放
送
を
す
る
放
送
局
を
い
う
。
）
の
無
線
設
備
に
あ
つ
て
は
基
幹
放
送

用
周
波
数
使
用
計
画
第
二
か
ら
第
五
ま
で
に
定
め
る
周
波
数
を
使
用
す
る
も
の
、
移
動
受
信

用
地
上
基
幹
放
送
局
（
移
動
受
信
用
地
上
基
幹
放
送
を
す
る
放
送
局
を
い
う
。
）
の
無
線
設
備

に
あ
つ
て
は
、
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
標
準
方
式
第
四
章
第
一
節
に
定
め
る
放
送
を
行
う
も
の
で

あ
つ
て
空
中
線
電
力
五
〇
〇
ワ
ッ
ト
を
超
え
る
も
の
並
び
に
同
章
第
二
節
及
び
第
三
節
に
定

め
る
放
送
を
行
う
も
の
で
あ
つ
て

空
中
線
電
力

三
ワ
ッ
ト
（
非
再
生
中
継
方
式

の
放
送
局

に
あ
つ
て
は
、
空
中
線
電
力

五
〇
ワ
ッ
ト
）
を
超
え
る
も
の

に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
に
起
因
し
て
放
送
の
全
部
又
は
一
部
を
停
止
さ
せ
た
事
故
で
あ
つ
て
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

法
第
百
二
十
二
条
の
総
務
省
令
で
定
め
る
重
大
な
事
故
は
、
基
幹
放
送
局
設
備
（
地
上
基

幹
放
送
局
（
地
上
基
幹
放
送
を
す
る
放
送
局
を
い
う
。
）
の
無
線
設
備
に
あ
つ
て
は
基
幹
放
送

用
周
波
数
使
用
計
画
第
二
か
ら
第
五
ま
で
に
定
め
る
周
波
数
を
使
用
す
る
も
の
、
移
動
受
信

用
地
上
基
幹
放
送
局
（
移
動
受
信
用
地
上
基
幹
放
送
を
す
る
放
送
局
を
い
う
。
）
の
無
線
設
備

に
あ
つ
て
は
、
空
中
線
電
力

三
ワ
ッ
ト
を
超
え
る
も
の

（
非
再
生
中
継
方
式

の
中
継
局

に

あ
つ
て
は
、
空
中
線
電
力

五
〇
ワ
ッ
ト
を
超
え
る
も
の
）
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
に
起
因
し
て
放
送
の
全
部
又
は
一
部
を
停
止
さ
せ
た
事
故
で
あ
つ
て
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

中
継
局
の
無
線
設
備
に
起
因
し
て
当
該
中
継
局
を
用
い
て
行
わ
れ
る
放
送
を
停
止
さ
せ

た
事
故
で
あ
つ
て
、
当
該
放
送
の
停
止
時
間
が
二
時
間
以
上
の
も
の 

一 

中
継
局
の
無
線
設
備
に
起
因
し
て
当
該
中
継
局
を
用
い
て
行
わ
れ
る
放
送
を
停
止
さ
せ

た
事
故
で
あ
つ
て
、
当
該
放
送
の
停
止
時
間
が
二
時
間
以
上
の
も
の 

二 

基
幹
放
送
局
設
備
（
中
継
局
の
無
線
設
備
を
除
く
。
）
に
起
因
し
て
当
該
基
幹
放
送
局
設

備
を
用
い
て
行
わ
れ
る
放
送
を
停
止
さ
せ
た
事
故
で
あ
つ
て
、
当
該
放
送
の
停
止
時
間
が

十
五
分
以
上
の
も
の 

二 

基
幹
放
送
局
設
備
（
中
継
局
の
無
線
設
備
を
除
く
。
）
に
起
因
し
て
当
該
基
幹
放
送
局
設

備
を
用
い
て
行
わ
れ
る
放
送
を
停
止
さ
せ
た
事
故
で
あ
つ
て
、
当
該
放
送
の
停
止
時
間
が

十
五
分
以
上
の
も
の 

４
・
５ 

（
略
） 

４
・
５ 

（
略
） 
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